
日 時 / 場 所

　　　於　全社協　灘尾ホール

　　 （東京都千代田区霞が関３-３-２ ）

プログラム

定 員

申込み方法

申込み締切

主 催 日本弁理士会　中央知的財産研究所

照 会 先

　〒100-0013　東京都千代田区霞が関3-2-6　東京倶楽部ビル14階

　　※取得単位は、【パネルディスカッション】３．５単位を予定しております。

【大阪会場】：平成２８年２月２２日（月）　１３：００ ～ １７：００

講演「進歩性-更なる研究」

　　　於　グランキューブ大阪(大阪国際会議場) １２階特別会議場

　　　　http://www.gco.co.jp/access/

http://www.shakyo.or.jp/jncsw/sinkasumi.html

　TEL 03-3519-2717  FAX 03-3581-1205  E-MAIL criip@jpaa.or.jp

《大阪会場》２月１５日（月）

会員の方は以下のＵＲＬにアクセスのうえ、お申し込みください。

《大阪会場》【会員】https://www.jpaa-members.jp/public_html/bin/detail.php?itemID=t000102201222

《東京会場》【会員】https://www.jpaa-members.jp/public_html/bin/detail.php?itemID=t000102201223

《東京会場》２月１９日（金）　※先着順、定員になり次第締め切ります。

《東京会場》：【一般】http://www.benrishi-navi.com/f/?id=a1402&type=1

業務国際課　若林・田中

※入場券について・・・会員の方は、画面上の「入場券ボタン」をクリックし、ＰＤＦを表示・印刷してください。

（メールでは届きませんのでご注意ください。）

日本弁理士会　中央知的財産研究所
設立２０周年記念（第１3回）公開フォーラム

　開設20年目を迎える日本弁理士会 中央知的財産研究所の研究活動の一端を紹介する公開フォーラムです。内容の濃いプロ
グラムですので、是非ご参加ください。（参加費無料）

　なお、この公開フォーラムは、日本弁理士会継続研修の単位認定科目として単位認定されます。

※一般の方につきましては、入場券（メール）が自動送信されますので、当日プリントの上、受付にご提出ください。

【東京会場】：平成２８年２月２５日（木）　１３：００ ～ １７：００

　　　（大阪市北区中之島５-３-５１）

　　※15分以上の遅刻、早退、中座をされると単位は認定されません。公共交通機関の遅延等、自己の行為に起因しない理由であって
　　　も15分以上遅刻をした場合には単位が認められません。

　　※単位取得の場合、弁理士以外の申込みはできず、代理受講も認められません。

《大阪会場》：一般５０名、会員１５０名

一般の方は以下のＵＲＬからお申込ください。

《大阪会場》：【一般】http://www.benrishi-navi.com/f/?id=a1401&type=1

不二法律特許事務所　弁理士　紺野　昭男　氏

創英国際特許法律事務所　弁理士　山口　和弘　氏

　　＊講演者は、お断りなく変更する場合があります。

http://www.jpaa.or.jp/?cat=782

ログイン後、「申込ボタン」をクリックすることでお申込が出来ます。

お申込の際は、電子フォーラムへのログインが必要となります。

第１部　講演

第２部　パネルディスカッション

　　　　　　　　　　　　　　          北海道大学大学院法学研究科　教授　田村　善之　氏

早稲田大学法学部・大学院法学研究科　教授　高林　　龍　氏

▼ユーザー名/パスワードをお忘れの場合はこちら

《東京会場》：一般８０名、会員２４０名

　中央知的財産研究所は、日本弁理士会の附属機関として平成8年に設置され、今回で 設立２０年を
迎えることとなりました。今回のフォーラムでは、特許の実務では永遠の課題である進歩性問題をめ
ぐり、前知財高裁所長の飯村敏明弁護士と清水節判事をお迎えして、講演をしていただきます。
 さらに、当研究所の主任研究員である高林龍教授の司会により、進歩性に関して興味深い判例を
ピックアップして、両先生を含めたパネリスト全員でパネルディスカッションを行います。登壇され
る先生方の議論は、熱気あふれる興味深い内容です。そして、パネルディスカッションでは、日米欧
の審査実務も説明されますので、実務にも大変役立つ内容となっています。

東京理科大学大学院イノベーション研究科教授　弁理士　淺見　節子　氏

前知的財産高等裁判所長・ユアサハラ法律特許事務所　弁護士　飯村　敏明　氏

知的財産高等裁判所　総括判事　清水　　節　氏


